
令和６年度第 11 回教育研究評議会議事要旨 

 

日 時    令和７年３月 11 日（火）13：30～14：40 

会 場    本道キャンパス 病院大会議室 

出席者  南谷学長（議長），尾野，後藤，上田（オンライン），酒井，疋田，長縄，藤井，

柴山，大橋（オンライン），羽渕，寺境，景山，清水，渡邊，水戸部，高橋，稲

垣，宇野（オンライン），和泉（オンライン），板東，安藤，熊谷，德重各評議員 

陪 席  工藤，佐々木各理事，福山（オンライン），臼木，嵯峨各学長補佐 

監 事  播磨屋，越山各監事 

 

議事に先立ち，学長から本日３月 11 日は，東日本大震災の発生から 14 年目となり，震

災により犠牲になられた方々に哀悼の意を表するため，震災発生時刻の２時 46 分から１分

間の黙祷を行う旨発言があった。 

 

議 事 

１．令和６年度第 10 回教育研究評議会議事要旨の確認 

  令和６年度第 10 回教育研究評議会議事要旨が確認され，案のとおり了承された。 

 

 

２．審議事項 

(１)令和７年度国立大学法人秋田大学年度計画（案）について 

   長縄副学長から資料により説明があり，了承された。 

 

(２)令和７年度学内予算（案）について 

   酒井理事から資料により説明があり，了承された。 

 

(３)寄附講座の設置（更新）について 

   尾野理事及び羽渕医学系研究科長から資料により説明があり，了承された。 

 

(４)学内諸規則の制定・改廃について 

酒井理事，尾野理事及び後藤理事からそれぞれ資料により説明があり，了承された。 

併せて尾野理事より，秋田大学イノベーションオフィス規程第５条第 1 項，秋田大

学臨床研究支援オフィス規程第６条第１項及び秋田大学共同機器利用センター規程第

５条第１項について，それぞれのオフィス長又はセンター長は，「未来研究統括機構長

の推薦に基づき，学長が任命する。」と追加修正した上で，規程の一部改正手続きを進

める旨説明があった。 

また，評議員より国立大学法人秋田大学教育研究評議会規程の一部改正について，来

年度から設置する未来研究統括機構と当評議会との連携を図るために，同機構から１

名出席することについて提案があり，酒井理事より，提案の内容を踏まえて規程の一部

改正手続きを進める旨発言があった。 



３．連絡・報告事項 

(１)令和７年度入学試験実施状況（学校推薦型選抜Ⅱ・総合型選抜Ⅱ・外国人入試） 

について 

上田理事から資料により，令和７年度入学試験実施状況（学校推薦型選抜Ⅱ・総合型

選抜Ⅱ・外国人入試）について報告があった。 

 

(２)令和６年度卒業予定者の就職内定状況（１月末時点）について 

上田理事から資料により，１月末時点での令和６年度卒業予定者の就職内定状況に

ついて報告があった。 

 

(３)令和６年度大学講座アンケート集計結果について 

   尾野理事から資料により，令和６年度大学講座アンケート集計結果について報告が

あった。 

 

 

４．その他 

(１)令和７年度教育研究評議会の開催日について 

   学長から資料により，令和７年度教育研究評議会の開催日について報告があった。 

 

○評議員の退任について 

  学長から，３月 31 日をもって退任する評議員の紹介があり，各人から退任の挨拶があ

った。 

  附属図書館長  清水評議員 

  学部推薦評議員 板東評議員 

 

 次回教育研究評議会は，４月 16 日（水）13 時 30 分から手形地区にて開催することとし

た。 

 

                                                                        以 上 


